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1  河川における全国的な実態把握調査 
1.1  経緯 

国土交通省では、動物の生体内に取りこまれた場合に本来その生体内で営まれている

正常なホルモン作用に影響を与える外因性物質（以下「内分泌撹乱物質」という。）とし

て疑いのある物質について、今後の対策検討のための基礎資料とすることを目的として

平成 10 年度～12 年度に全国の一級河川及び下水道における実態調査、河川への流入実

態調査等を実施した。この調査では、内分泌撹乱作用が疑われる物質のなかに河川水中

に広く存在するものがあること、一部の雄コイの血液中から雌性化の目安となる物質（ビ

テロゲニン）が検出されたものがあること、調査対象とした物質の河川内での減少が示

唆されたこと等を確認した。 
平成 13 年度は、平成 12 年度に引き続き、全国の河川における実態調査、河川への流

入実態調査等を実施したところであり、今般、その結果を取りまとめた。 
 

表 1.1.1 調査概要の経緯 
 水  質 底  質 基本調査対象物質 

平成 
10 
年度 

全国一級河川 109 水系を対

象に地点を選定。 
地方を代表する 16 水系の

河川では重点的な地点選定 
夏期 256 地点 
秋期 256 地点 
※夏期調査は、初めての全国

調査であり、採水や分析につ

いて技術的に習熟されていな

いため、測定値の信頼性が低

く、経年的な整理等からは除

外した。 

代表河川淡水域最下流部の代

表地点 
秋期 20 地点 

４-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
４-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ 
ｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ 
ｽﾁﾚﾝ２及び３量体 
17β－ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 

平成 
11 
年度 

平成 10 年度の実態調査結

果を考慮して地点を選定し

四季調査を実施 
春期 27 地点 
夏期 261 地点 
秋期 140 地点 
冬期 27 地点 

平成 10 年度の実態調査結果を

考慮して地点を選定し四季調

査を実施 
春期 27 地点 
夏期 20 地点 
秋期 11 地点 
冬期は実施せず 

11 年度の調査対象物

質からｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ、ｽﾁﾚﾝ

２及び３量体を削除 

平成 
12 
年度 

平成11年度までの実態調査

結果を考慮し、選定した地

点 
109 水系、131 地点 

平成 11 年度までの実態調査結

果を考慮し、選定した地点 
主要８水系、14 地点 

12 年度の調査対象物

質から４-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 
ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ
を削除 

平成 
13 
年度 

平成 12 年度までの調査結

果を考慮し、選定した地点 
96 水系、117 地点 

平成 12 年度までの調査結果を

考慮し、選定した地点 
主要７水系 13 地点。ただし、

4-t-オクチルフェノールは５水

系９地点、ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝは 109
水系、131 地点での測定 
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（１） 基本対象物質 
調査を行うにあたって、物質の生産量、文献による環境での検出状況を勘案して表 1.1.2(1)

の物質を基本対象物質とした。 
 

表 1.1.2(1) 平成 10 年からの基本対象物質の変遷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）表中、リスクの欄に○印のある物質は、環境省が平成 13 年 3 月の内分泌攪乱化学物質問題検討会において、平

成 12 年度に優先してリスク評価を実施するとして選定した物質である。 
◎印のある物質は、平成 13 年 10 月の同検討会において、平成 13 年度に優先してリスク評価を実施するとして

選定した物質である。 
×印を付したｽﾁﾚﾝ 2 及び 3 量体と n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝは、平成 13 年 3 月の同検討会においてリスク評価の対象物質か

ら除かれている。 
注２）表中における平成 11 年度は秋期調査を対象に表示している。 
注３）年間生産量は、環境庁「外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班中間報告書」<平成９年７月>及び通商

産業省「化学工業統計年報」＜平成 11.12 年＞による。 

 
 
（２） 追加対象物質 

基本物質に加えて、環境省調査との整合性を図るため、SPEED’98 で示された内分泌攪

乱作用が疑われる６５物質のうち、別途に測定を行っているダイオキシン類と、環境省で実態

調査を実施していない農薬を除外した物質を、追加対象物質ととして測定を行った。 
調査対象物質の変遷を表 1.1.2(2)に示した。 

H10 H11 H12 H13 H10 H11 H12 H13

４-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ―
検出割合が少ないため、平成12年
度調査から除いた

４-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙ
ﾍｷｼﾙ

○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ―
組み替え酵母を用いた実験では、
エストロゲン活性が弱いことか
ら、平成12年度調査から除いた

ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙ
ﾍﾞﾝｼﾞﾙ

○ ○ ○ － － ○ ○ － －
検出割合が少ないため、平成12年
度調査から除いた

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
17

(1994)
12

(1999)
8

(2000)

文献で内分泌撹乱作用が指摘され
ている物質

ｱｼﾞﾋﾟﾝ
酸類

ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ　　-
2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ―

組み替え酵母を用いた実験では、
エストロゲン活性が弱いことか
ら、平成12年度調査から除いた

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
260

(1994)
355

(1999)
385

(2000)

ｽﾁﾚﾝ
ｽﾁﾚﾝ２
及び３量体

× ○ ― ― ― ○ ― ― ―
検出割合が少ないため、平成12年
度調査から除いた

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(ELISA法)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

― ― ○ ○ ― ― ○ ○

ｴｽﾄﾛﾝ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○

人畜由来の
女性ホルモ

ン

ｴｽﾄﾛｹﾞ
ﾝ

－

分類 物質名
水質調査 底質調査リ

ス
ク

25
(1986)

291
(1994)

年間生産量(千t)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの
可塑剤

2621
(1994)

64
(2000)

摘要用途等

樹脂の原料

検出割合は少ないが、リスク評価
で内分泌撹乱作用が確認された

界面活性剤
の原料／分
解生成物

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ

ｱﾙｷﾙﾌｪ
ﾉｰﾙ類

53
(1995)

64
(1999)

ﾌﾀﾙ酸ｴ
ｽﾃﾙ類

3
(1994)
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表 1.1.2(2) 平成 10 年度からの調査対象物質の変遷(追加調査対象物質等) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）表中、リスクの欄に○印のある物質は、環境省が平成 13 年 3 月の内分泌攪乱化学物質問題検討会において、平成

12 年度に優先してリスク評価を実施するとして選定した物質である。 
◎印のある物質は、平成 13 年 10 月の同検討会において、平成 13 年度に優先してリスク評価を実施するとして選

定した物質である。 
×印を付したｽﾁﾚﾝ 2 及び 3 量体と n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝは、平成 13 年 3 月の同検討会においてリスク評価の対象物質から

除かれている。 
注２）表中における平成 11 年度は秋期調査を対象に表示している。 

 
 
 

1.2  平成１３年度調査 
 平成13年度は、平成 12年度に引き続き、内分泌攪乱物質の実態を把握するため、一級河

川における水質・底質の全国的な調査を継続実施することとした。 
調査は、水質については、検出割合の変化傾向が特定できなかった 4-t-オクチルフェノール、

主要河川において傾向が確認できなかったベンゾフェノン、減少傾向を確認するためにノニル

フェノール、フタル酸ジ-n-ブチルおよびビスフェノールＡについて行うことし、さらに 17β－エス

トラジオールについては ELISA 法と LC/MS 法の関係についてエストロンを含め知見を蓄積し

ていくこととした。 

H10 H11 H12 H13 H10 H11 H12 H13

○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ －

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ － （非意図的生成物）

◎ ○ ○ ― ― ○ ― ― ― － 染料中間体
検出割合が少ないため、平成12年
度調査から除いた

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －
医療品合成原料、

保香剤等

◎ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －
2,4-ｼﾞﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝなどの

中間体

○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －
（有機塩素系化合物の

副生成物）

◎ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

◎ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

◎ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －

× ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― －
合成中間体、
液晶製造用

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― － 難燃剤

― ○ ― ― ― ○ ― ― －
エストロゲン活性が弱いとして、
平成12年度調査から除いた

― ○ ― ― ― ○ ― ― －
平成12年度に測定方法をLC/MS法
へ変更した

― ○ ○ ― ― ○ ○ ○ － 経口避妊薬

○ ― ― ― ○ ○ ― ― －

○ ― ― ― ○ ○ ― ― －

― ― ― ○ ○ ― ― －
熱媒体、ﾉﾝｶｰﾎﾞﾝ紙、

電気製品

ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ

底質調査
用途等 摘要

検出割合が少ないため、平成12年
度調査から除いた

界面活性剤の原料
／分解生成物

プラスチックの可塑剤

リ
ス
ク

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
4-n-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ類

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ

2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ

ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍｷｼﾙ

n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ類

17α-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(GC/MS法)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｼｸﾛﾍｷｼﾙ

物　質　名
水質調査

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ

4-ﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾙ

ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙ

4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ
4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

人畜由来の
女性ホルモン

船底塗料、
漁網の防腐剤

底質のみ測定を行ったトリブチル
スズは、リスク評価においては魚
類に対して内分泌攪乱作用がみら
れなかった

年間生産量
(千t)

検出割合が少ないため、平成12年
度調査から除いた

（我が国では生産され
ていない）
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1.3  調査方法 
1.3.1  採水･採泥方法 

 試料の採水・採泥にあたっては、調査対象物質がプラスチックの可塑剤など身の回りの製

品に広く使用されている物質であるため、周辺環境の汚染に細心の注意を払う必要がある。こ

のため、採水・採泥に用いる試料ビンは、あらかじめ分析機関において十分洗浄を行ったものを

使用した。また、採水器具に合成樹脂のバケツやロートなどを用いず、ステンレス製の素材のも

のを用いたり、直接、試料ビンに採取するなど細心の注意を払った。 
 

1.3.2  分析方法 
調査対象物質の分析方法は、環境省の「外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル

(平成 10 年 10 月)」等に定める方法を原則とした。 
 

表 1.3.1 水質調査対象物質の分析方法の概要 
物 質 名 試 験 方 法 検出下限値 

(μg/L) 
4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.01 
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

固相抽出後、酢酸ﾒﾁﾙ溶出・濃縮後ﾍｷｻﾝに転溶、脱水

乾固後、KOH 存在下でｴﾁﾙ化して GC/MS-SIM で測定 0.1 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 塩化ﾅﾄﾘｳﾑを加えてﾍｷｻﾝ抽出後、窒素気流で濃縮、脱

水して、GC/MS-SIM で測定 0.2 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙと同時測定 0.01 

(ELISA 法）
固相抽出後抱合体分解処理は行わず、ｼﾞﾒﾁﾙｽﾙﾎｷｼﾄﾞ

(DMSO)に転溶後 ELISA 法で測定 0.0002 
ｴｽﾄﾛ 
ｹﾞﾝ 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
ｴｽﾄﾛﾝ 

(LC/MS 法) 固相抽出・ｶﾗﾑｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ後、濃縮・乾固し、ﾒﾀﾉｰﾙに溶

解させ、LC/MS で測定 0.0005 

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 塩化ﾅﾄﾘｳﾑを加えてﾍｷｻﾝ抽出後、脱水・濃縮後、

GC/MS-SIM で測定 0.01 

注）17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS 法)、及びｴｽﾄﾛﾝの分析法は別途にマニュアルを作成し定めた。 
 

表 1.3.2 底質調査対象物質の分析方法の概要 

物  質  名 試 験 方 法 検出下限値 
（μg/kg） 

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 1.0 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

ﾒﾀﾉｰﾙ抽出後 NaCl 溶液転溶、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ抽出し乾固後、

KOH 存在下でｴﾁﾙ化、ｹﾝ化後ｶｶﾗﾑｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌで精製し、

GC/MS-SIM で測定 3.0 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙと同時測定 0.2 

(ELISA 法） ﾒﾀﾉｰﾙ抽出後精製水を加え固相抽出、酢酸ｴﾁﾙ・ﾒﾀﾉｰﾙで

溶出後乾固、酸分解後乾固、溶出させ ELISA 法で測定 0.3 
ｴｽﾄﾛ 
ｹﾞﾝ 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
ｴｽﾄﾛﾝ 
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ (LC/MS 法) ﾒﾀﾉｰﾙ抽出しｶﾗﾑｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ後、濃縮・乾固し、ﾒﾀﾉｰﾙに溶解

させ、LC/MS で測定 0.05 

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ  4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙと同時測定     1.0 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ ｱﾙｶﾘ分解後、ﾍｷｻﾝで抽出、脱水・濃縮後ｶﾗﾑｸﾛﾏﾄで精製

後、GC/MS-SIM で測定 1.0 

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 水蒸気蒸留後、留出液に塩化ﾅﾄﾘｳﾑを加えﾍｷｻﾝ抽出、ｼﾘ

ｶｹﾞﾙｶﾗﾑで精製後、GC/MS-SIM 測定 1.0 

注）17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS 法)、ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ及びｴｽﾄﾛﾝの分析法は別途にマニュアルを作成し定めた。 
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1.3.3  精度管理 

 本調査の対象となる物質は、非常に低濃度であるため、精度管理に細心の注意が必要とな

る。このため調査の実施に当たっては、下記の精度管理を行った。 
  精度管理の方法を表 1.3.3 に示した。 
 

表 1.3.3   精度管理方法 
項 目 方   法 

検出下限値 各分析機関における検出下限値の統一をはかった。 

操作ブランク 分析操作の改善を通じて、操作ブランク値の低減を図り、より汚染の少ない

測定条件を検討した。 
トラベルブランクの測定 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-ｎ-ﾌﾞﾁﾙにおいて一部の地域を除き実施した。 

クロスチェック ２河川各１地点の試料を用いて実施した。対象物質は基本調査対象物質及び

追加調査対象物質として実施した。 

二重測定 一連の試料の 10％程度について二重測定を実施した。 

 
1.3.4  測定値の表記 

 測定結果について、数値の表記は、検出下限値以上とし、検出下限値未満の測定値は次

のように表記することとした。 
  ＮＤ：検出下限値未満 

 
1.3.5  実施機関 

 調査の計画、実施方法の策定及び調査結果のとりまとめについては、（財）河川環境管理

財団が行った。 
 調査の実施は国土交通省の各地方整備局単位で行い、採水及び分析は、各地方整備局

から民間の採水及び分析機関に委託した。 
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1.4  河川における全国的な実態把握等調査結果 

全国の一級河川において実施した内分泌攪乱物質に関する水質及び底質調査結果について

以下に示す。なお、調査結果のとりまとめにあたっては、平成 10 年度秋季以降の結果を含めて行

った。 
1.4.1  水質調査 

(１) 基本調査対象物質 
1) 測定結果 

平成 10 年度からの調査対象物質とその物質の検出地点数及び検出率を整理し、表 
1.4.1 に示す。 

ここで、検出とは検出下限値を測定値が上回った場合を指し、検出率とは検出地点数

／全地点数のことである。また環境庁の暫定マニュアルを受け、4-t-オクチルフェノール、

4-n-オクチルフェノールについて平成 11 年度からは検出下限を 0.03μg/L から 0.01μ

g/L としてデータの整理を行った。 
表 1.4.1 に示すように調査項目のうち、4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール、フタ

ル酸ジ-n-ブチル、ビスフェノール A 及び 17β-エストラジオール(ELISA 法)は、平成 10
年度から平成 13 年度まで継続的に調査を行った。 

各物質の検出率をみると化学合成品由来の内分泌撹乱物質はビスフェノール A、フタ

ル酸ジ-2-エチルヘキシルを除き 2 割を下回っていた。 
ビスフェノール A は、平成 10 年度から平成 13 年度を通じて３～５割と他の物質に比べ

検出率が高かった。 
人畜由来の 17β-エストラジオールのELISA法による検出率は、平成10 年度から平成

13 年度調査を通じて５～8 割と、化学合成品由来の内分泌撹乱物質と比べて高い検出率

であったが、LC/MS 法では１割未満と低く、エストロンも１～３割程度であった。 
平成 13 年度調査結果を、平成 12，13 年度に環境省が実施した河川･湖沼を対象とし

た調査結果と比較すると、フタル酸ジ-n-ブチルはほぼ同程度の検出割合であったが、4-t-
オクチルフェノール、ノニルフェノール、ビスフェノール A 及び 17β-エストラジオールにつ

いては、環境省の調査結果より低い検出割合であった。 
 
 
なお、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、アジピン酸ジ-2-エチルヘキシルは 17β-エストラジオ

ール比活性値が低いこと 1）から、生態系への影響が小さいとして、平成 12 年度以降は調査対

象物質から除外した。また、4-n-オクチルフェノール、フタル酸ブチルベンジル、スチレン 2及び

3 量体(DPP、DPB、cis-DPCB、trans-DPCB、TPH)については、検出率が低かったため平

成 13 年度までに調査対象物質から除外した。 
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表 1.4.1 主な調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 

調査地点数に対する数及び割合(水質・基本調査対象物質) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度夏季調査：７月 22 日から８月 24 日 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環境省調査結

果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出割合を示す。 
注３）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)は、追加対

象物質として扱った(表 1.4.5 参照)。 

検出地点数／調査地点数
平成12年度 平成13年度

夏 秋 夏 秋 秋 秋
5/256 8/261 24/261 18/140 10/131 10/117

2% 3% 9% 13% 8% 9%
32/130 33/130
25% 25%

110/256 52/261 35/261 19/140 17/131 6/117
43% 20% 13% 14% 13% 5%

39/130 47/130
30% 36%

147/256 109/261 115/261 63/140 42/131 36/117
57% 42% 44% 45% 32% 31%

71/130 71/130
55% 55%

222/256 189/261 196/261 100/140 71/131 77/117
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 87% 72% 75% 71% 54% 66%

(ELISA法) － －
64% － －

－ － － － －＊ 1/117
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － － －＊ 1%

(LC/MS法) － －
－ －

－ － － － －＊ 16/117
ｴｽﾄﾛﾝ － － － － －＊ 14%

(LC/MS法) － －
－ －

69/256 39/261 28/261 14/140 2/114 8/117
27% 15% 11% 10% 2% 7%

10/129 11/130
8% 8%

1/256 0/261 0/261 1/140 － －
0% 0% 0% 1% － －

1/130 0/130
1% 0%

131/256 96/261 66/261 50/140 － －
51% 37% 25% 36% － －

45/129 37/130
35% 28%

3/256 3/261 0/261 0/140 － －
1% 1% 0% 0% － －

0/129 1/130
0% 1%

127/256 44/261 21/261 18/140 － －
50% 17% 8% 13% － －

12/130 9/130
9% 7%

0%

11/144
8%

0%

25/144
17%

0/144

92/144

0/144
0%

0/144

平成11年度

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
27/130
21%

94/144
65%

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン

ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ

物質名
平成10年度

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

－
－

－
－

94/144 40/130
31%

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA
69/130
53%

65%

78/144
54%

－

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ

4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

6/130
5%

0/130
0%

－

34%

0%

－
－

－
－

44/130

ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ
0/130
0%

0/130
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全地点での各調査対象物質の濃度範囲を表 1.4.2 に示す。 
各物質の測定値の最小値は、すべての対象物質、すべての調査年度において検出下限

値未満であった。最大値は、4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノールは検出下限値の 10～

80 倍程度であったが、ビスフェノール A、17β-エストラジオール(ELISA 法)、 17β-エストラ

ジオール(LC/MS 法)およびエストロンでは検出下限値の 30～170 倍程度と変動範囲が比較

的大きかった。また、フタル酸ジ-n-ブチルは検出下限値の２～４倍程度であった。 
 

表 1.4.2   全調査地点での各調査対象物質濃度範囲(水質・基本調査対象物質：μg/L) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）各調査の調査期間は下記の通り。 
平成 10 年度夏季調査：７月 22 日から８月 24 日 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。なお、4-t-オクチルフェノール、4-n-オクチルフェ
ノールは、平成 11 年度夏季以降の検出下限値を示している(平成 10 年度秋季は 0.03μg/L)。 

注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示し、－は調査を行って
いないことを示す。 

注４）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)は、追
加対象物質として扱った(表 1.4.6 参照) 

平成12年度 平成13年度
夏 秋 夏 秋 秋 秋

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ

4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ

(0.2μg/L)
ND～1.0

ND～0.16

－

ND～1.3

ND～0.10

ND～9.4

ND～1.9

ND～1.40

ND～
0.0270

－
ND～
0.0009

ｴｽﾄﾛﾝ(LC/MS法)
(0.0005μg/L)

－ － － －＊ ND～
0.0042

－ － － －＊

(0.01μg/L)

(0.2μg/L)

平成10年度 平成11年度

ND～0.13

ND～1.70

ND～0.2

ND～0.13

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

(0.0005μg/L)

物質名

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(ELISA法)

(0.0002μg/L)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ
(0.2μg/L)

(0.01μg/L)

ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-
ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ
(0.01μg/L)

(0.01μg/L)

(0.1μg/L)

ND～0.79 ND～0.24 ND～0.48

ND～1.30 ND～0.64 ND～0.65

ND～0.8 ND～0.6 ND～0.4

ND～0.11

ND～3.0 ND～2.0 ND～3.3 ND～1.1 ND～1.7

ND～0.36

ND～
0.0240

ND～
0.0098

ND～
0.0130

ND～
0.0100

ND～
0.0091

ND～0.4

－

ND～4.8 ND～2.4 ND～1.3 － －

ND ND ND～0.03 －

ND～3.1 ND ND －

－ －ND～0.05 ND～0.05 ND～0.03

－
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各物質の検出率を平成 10 年度から平成 13 年度まで連続して測定を行った調査地点（以

下、連続測定地点）で整理すると、ノニルフェノールは経年的に減少傾向が認められ、ビスフ

ェノールＡ、17β-エストラジオール(ELISA 法)およびフタル酸ジ-n-ブチルについては、明瞭

な経年的傾向はみられなかった(表 1.4.3 参照)。 
 
表 1.4.3   連続測定地点において調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 

調査地点数に対する数及び割合(水質・基本調査対象物質) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環

境省調査結果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出

割合を示す。 
注３）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)

は、追加対象物質として扱った(表 1.4.5 参照) 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋

3/115 14/115 15/115 9/115 9/115
3% 12% 13% 8% 8%

94/144 32/130 33/130
65% 25% 25%

31/115 20/115 16/115 14/115 6/115
27% 17% 14% 12% 5%

94/144 39/130 47/130
65% 30% 36%

54/115 52/115 55/115 40/115 35/115
47% 45% 48% 35% 30%

78/144 71/130 71/130
54% 55% 55%

82/115 88/115 86/115 66/115 75/115
71% 77% 75% 57% 65%

10/14 13/14 9/14 10/14 12/14
71% 93% 64% 71% 86%

92/144 － －
64% － －
－ － － －＊ 1/14
－ － － －＊ 7%
－ － －
－ － －
－ － － －＊ 2/14
－ － － －＊ 14%
－ － －
－ － －

6/100 13/100 12/100 2/100 5/100
6% 13% 12% 2% 5%

0/144 10/129 11/130
0% 8% 8%

LC/MS法
－
－

－

31%

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA
69/130

ｴｽﾄﾛﾝ
(LC/MS法)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン

17β-
ｴｽﾄﾗｼﾞ

ｵｰﾙ

－
－

6/130
5%

53%

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ
40/130

－

ELISA法

物質名
平成10年度 平成11年度

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
27/130
21%
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濃度範囲は表 1.4.4 に示すように全調査地点の整理結果とほぼ同様の結果であった。 
また、環境省の報告では 4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノールの国内生産量は経年

的に横ばい傾向であるが、ビスフェノールＡの国内生産量･輸入量は経年的に増加し、フタル

酸ジ-n-ブチル、ノニルフェノールの国内生産量・輸入量は経年的に減少している。そこで、

各調査年度における調査期間の流量を比較したところ、平成 10 年度から平成 12 年度にか

けて流量は大きくなっていることから、今回の調査では濃度範囲の経年的な変化傾向は不明

であった。 
 

表 1.4.4   連続測定点における調査対象物質濃度範囲 (水質・基本調査対象物質：μg/L) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）各調査の調査期間は下記の通り。 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。なお、4-t-オクチルフェノール、4-n-オクチル

フェールは、平成 11 年度夏季以降の検出下限値を示している(平成 10 年度秋季は 0.03
μg/L)。 

注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示し、－は調査を

行っていないことを示す。 
注４）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)

は、追加対象物質として扱った(表 1.4.6 参照) 
注５）各調査年度の調査期間における各河川の流量は以下の通りである。各調査年度の流量は、

平成 10～13 年度に連続調査を行った各河川における最下流の流量観測結果(下記の調査

期間において流量の欠側がなかった河川のみ)の合計を示している。 
平成 10 年度秋期調査：平成 10 年 11～12 月の平均日流量 
平成 11 年度秋期調査：平成 11 年 11～12 月の平均日流量 
平成 12 年度秋期調査：平成 12 年９～12 月の平均日流量 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ

4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ
(0.2μg/L)

ND～
0.0042

－＊

－ － － －＊

－ － －
ND～
0.0009

－ －

－ －

ND～3.1 ND ND

ND～0.05 ND～0.03 ND～0.03

－

ND～4.8 ND～1.5 ND～1.3 － －

ND ND ND －

ND～0.47 ND～0.4 ND～0.2 ND～0.4

ND～1.70 ND～0.36

ND～
0.0180

ND～
0.0098

ND～
0.0130

ND～
0.0100

ND～
0.0091

ND～0.13 ND～0.11

ND～2.7 ND～2.0 ND～3.3 ND～1.1 ND～1.7

ND～0.14 ND～0.24 ND～0.48

ND～1.30 ND～0.64 ND～0.65

ND～0.4

ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-
ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

(0.01μg/L)

(0.1μg/L)

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

(0.0005μg/L)
ｴｽﾄﾛﾝ(LC/MS法)

(0.0005μg/L)

平成10年度 平成11年度
物質名

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(ELISA法)

(0.0002μg/L)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ
(0.2μg/L)

(0.01μg/L)

(0.2μg/L)

(0.01μg/L)

平成10年度 平成12年度
秋 夏 秋 秋

6075

調査年度 平成11年度
項　目

流量　(m3/sec.) 4439 － 4386
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4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール、フタル酸ジ-n-ブチル、ビスフェノール A、17β-

エストラジオール(ELISA 法)の濃度別頻度分布を図 1.4.1～1.4.5 に示す。 
4-t-オクチルフェノールは、各年度の調査ともほぼ９割が不検出であった。また検出された

地点では 0.01～0.03μg/L の範囲が最も頻度が高く 10%弱程度であった。4-t-オクチルフェ

ノールは平成 14 年 6 月 14 日の内分泌攪乱化学物質問題検討会において予測無影響濃度

0.992μg/L が提示されており、平成 13 年度調査ではこの数値を超えた地点はなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.1   4-t-オクチルフェノールの濃度別分布 
 
ノニルフェノールでは 8 割以上が不検出であった。また検出された地点では 0.1～0.3μ

g/L の範囲が最も頻度が高かった。ノニルフェノールは予測無影響濃度 0.608μg/L が既に

提示されており、この濃度を超える地点は今回の調査では全体の約３％であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.2   ノニルフェノールの濃度別分布 
 
フタル酸ジ-n-ブチルも 4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノールと同様に、検出頻度は低

く、検出された地点では 0.2～0.6μg/L の範囲が最も頻度が高かった。 

注） 不検出 ： 平成10年度秋期　0.03μg/L未満
　　　　　　　　 平成11年度夏期、秋期、平成１２年度秋期、平成１３年度秋期　0.01μg/L未満
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１７β-エストラジオール(ELIZA法)
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図 1.4.3   フタル酸ジ-n-ブチルの濃度別分布 

 
ビスフェノール A は、各年度調査ともに検出率(31%～57%)が前出の３物質より高く、また

検出された地点では 0.01～0.03μg/L の範囲が最も頻度が高かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.4   ビスフェノールＡの濃度別分布 
 
17β-エストラジオール(ELISA 法)は、ビスフェノール A と同様に各年度調査ともに検出率

(34%～87%)が高く、頻度は調査年によって異なるが 0.0002～0.0006μg/L の範囲が高か

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.5   17β－エストラジオール(ELISA 法)の濃度別分布 
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2) 考察 

これまでの調査結果では、全国の河川水中において化学合成品由来の内分泌撹乱物

質のなかではビスフェノール A の検出率が高く(３～５割)、人畜由来の物質では 17β-エス

トラジオール(ELISA 法)の検出率が高かった(５～８割)。同じ地点における検出率の経年

変化をみると、ノニルフェノールについては減少傾向がみられたが、ビスフェノール A、17
β-エストラジオール(ELISA 法)等では明瞭な変化傾向はみられなかった。 

各物質が検出された濃度範囲をみると、ビスフェノール A、17β-エストラジオール

(ELISA 法)およびエストロンは、同じ地点でみても 30～170 倍程度の変動（検出下限値と

比較して）がみられ、これらの物質の経年変化傾向が不明瞭な要因の一つと考えられた。 
特に、17β-エストラジオールについては、調査結果からみて ELISA 法は LC/MS 法と

検出率、濃度範囲状況が大きく異なっており17β-エストラジオール以外の物質も測定して

いる可能性があることも要因と考えられた。 
 
 

(２) 追加調査対象物質 
国土交通省では、河川中の内分泌攪乱物質の調査にあたって、環境省の調査と整合を図

るために追加調査対象物質を設定して調査を行ってきた。 
調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の調査地点数に対する数及び割合(検

出割合)を表 1.4.5 に示す。検出、検出率については基本対象物質と同様に扱った。 
化学合成品由来の各物質の検出率をみると、4-t-ブチルフェノール、ベンゾフェノンを除き、

他の物質は 2 割を下回っていた。 
4-t-ブチルフェノールは、平成 10 年度から平成 12 年度調査を通じて検出割合が 2 割以

下で減少傾向を示し、平成 12 年度調査では検出されなかった。ベンゾフェノンは平成 10 年

度から平成 12 年度調査を通じて 5～14 地点中 2～3 地点で検出されているが、平成 13 年

度に全国131地点で行った調査では、検出下限値を上回るのは4地点とほとんど増加せず、

検出割合でみると減少傾向を示した。 
各物質の濃度範囲を表 1.4.6 に示した。 
 
なお、4-n-ペンチルフェノール、4-n-ヘキシルフェノール、4-n-ヘプチルフェノール、フタル

酸ジエチル、フタル酸ジプロピル、フタル酸ジペンチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジシク

ロヘキシル、オクタクロロスチレン、n-ブチルベンゼンは、平成 10 年度から平成 11 年度に調

査を行ったが、どの物質も検出割合は低く、平成 12 年度以降は調査対象から除外した。 
17α-エストラジオールは、平成 11 年度に検出割合が 3 割を超える値を示したが、環境庁

の報告において内分泌攪乱作用が弱いとされたことから、平成 12 年度以降は調査対象物質

から除外した。また、エチニルエストラジオール(LC/MS 法)は、平成 12 年度調査では検出さ

れず、GC/MS 法も平成 11 年度調査で検出割合が 2 割未満であったため、平成 12 年度以

降は調査対象物質から除外した。 
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表 1.4.5 (1)   調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 
               調査地点数に対する数及び割合(水質・追加調査対象物質) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）各調査の調査期間は下記の通り。 
平成 10 年度夏季調査：７月 22 日から８月 24 日 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環

境省調査結果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出

割合を示す。 

検出地点数／調査地点数

平成12年度 平成13年度
夏 秋 夏 秋 秋 秋
0/5 1/5 2/12 2/12 0/14 －
0% 20% 17% 17% 0% －

15/130 28/130
12% 22%

0/5 0/5 0/12 0/12 0/14 －
0% 0% 0% 0% 0% －

4/130 0/130
3% 0%

2/5 3/5 3/12 3/12 2/14 4/131
40% 60% 25% 25% 14% 3%

18/130 20/130
14% 15%

0/5 0/5 0/12 2/12 － －
0% 0% 0% 17% － －

0/130 1/130
0% 1%

0/5 0/5 0/12 1/12 － －
0% 0% 0% 8% － －

0/130 0/130
0% 0%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

0/130 0/130
0% 0%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

11/129 8/130
9% 6%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

0/129 0/130
0% 0%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

0/129 0/130
0% 0%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

0/129 0/130
0% 0%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

0/129 0/130
0% 0%

1/5 0/5 2/12 2/12 － －
20% 0% 17% 17% － －

7/130 4/130
5% 3%

0/5 0/5 0/12 1/12 － －
0% 0% 0% 8% － －

7/130 1/130
5% 1%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

0/130 0/130
0% 0%

0/5 0/5 0/12 0/12 － －
0% 0% 0% 0% － －

－ －
－ －

0%
0/144

29%
42/144

0%
0/144

24%
34/144

1%
1/144

0%
0/144

0%
0/144

0%
0/144

1%
2/144

8%
12/144

1%
1/144

0%
0/144

0%

0%

物質名
平成10年度 平成11年度

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙ
5/130
4%

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
0/130

1/130
1%

0/130
0%

28/130
22%

4-n-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
0/130
0%

4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ
0/130
0%

4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
0/130
0%

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙ
0/130
0%

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍｷｼﾙ
0/130
0%

0/144
0%

0%
0/144

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｼｸﾛﾍｷｼﾙ
0/130
0%

2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ
25/130
19%

0%
0/144

n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
1/130
1%

4-ﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ
6/130
5%

ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ
0/130
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表 1.4.5 (2)   調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 

               調査地点数に対する数及び割合(水質・追加調査対象物質) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度夏季調査：７月 22 日から８月 24 日 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 
注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環

境省調査結果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出

割合を示す。 
注３）平成 13 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)

は、基本対象物質として扱った(表 1.4.1 参照) 
 

検出地点数／調査地点数
平成12年度 平成13年度

夏 秋 夏 秋 秋 秋
－ 189/261 196/261 100/140 71/131 77/117

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － 72% 75% 71% 54% 66%
(ELISA法) － －

－ －
－ － － － 1/14 －＊

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － － 7% －＊

(LC/MS法) － －
－ －

－ － － － 5/14 －＊

ｴｽﾄﾛﾝ － － － － 36% －＊

(LC/MS法) － －
－ －

－ － － 8/12 － －
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － 67% － －

(GC/MS法) 116/130 56/130
89% 43%

－ － － 4/12 － －
－ － － 33% － －

47/130 13/130
36% 10%

－ － － 2/12 － －
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － 17% － －

(GC/MS法) 8/130 5/130
6% 4%

－ － － － 0/14 －
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － － 0% －

(LC/MS法) － －
－ －

－

－
－

－

－
－

－

64%

－
－

－

17α-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
46/130
35%

2/130
2%

－

－

－

－

－

－

物質名
平成10年度 平成11年度

－

85/130
65%

92/144 －
－

－
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表 1.4.6 (1)   全調査地点での各調査対象物質濃度範囲 
(水質・追加調査対象物質：μg/L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）各調査の調査期間は下記の通り。 
平成 10 年度夏季調査：７月 22 日から８月 24 日 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。 
注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示し、－は調査を行っ

ていないことを示す。 

平成12年度 平成13年度
夏 秋 夏 秋 秋 秋

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

(0.01μg/L)

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ

(0.01μg/L)

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ

(0.01μg/L)

4-n-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

(0.01μg/L)

4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ

(0.01μg/L)

4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

(0.01μg/L)
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙ
(0.2μg/L)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
(0.2μg/L)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙ
(0.2μg/L)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍｷｼﾙ
(0.2μg/L)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｼｸﾛﾍｷｼﾙ
(0.2μg/L)

2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ
(0.01μg/L)
4-ﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ
(0.01μg/L)

ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ
(0.03μg/L)

n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
(0.01μg/L)

ND

ND

ND

ND

ND～0.01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND～0.01

ND

ND

平成10年度 平成11年度

ND

物質名

－

ND ND ND ND

ND～0.01 ND～0.03 ND～0.04 ND

ND～0.08

ND ND ND～0.03

ND～0.02 ND～0.84 ND～0.15 ND～0.22

ND ND ND～0.01

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND

ND ND～0.05 ND～0.07

ND ND ND～0.01

ND ND ND

ND ND ND

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



 －17－

 
表 1.4.6 (2)   全調査地点での各調査対象物質濃度範囲 

(水質・追加調査対象物質：μg/L) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 注１）各調査の調査期間は下記の通り。 
平成 10 年度夏季調査：７月 22 日から８月 24 日 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。 
注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示し、－は調査を行っ

ていないことを示す。 
注４）平成 13 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)は、基

本対象物質として扱った(表 1.4.2 参照) 

平成12年度 平成13年度
夏 秋 夏 秋 秋 秋

17α-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(0.0001μg/L)

－

－

－

－

－

－

－

平成11年度
物質名

平成10年度

ｴｽﾄﾛﾝ(LC/MS法)
(0.0005μg/L)

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

(0.0005μg/L)

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(GC/MS法)

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

(0.0005μg/L)

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(GC/MS法)

(0.0001μg/L)

－ －
ND～
0.0091

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(ELISA法)

(0.0002μg/L)

ND～
0.0240

ND～
0.0098

ND～
0.0130

－ － －

ND～
0.0009

ND～
0.0054

－ －

－ －

－ －

－ －

ND～
0.0055

－

－

ND～
0.0013

－－

－ －

－ND

－＊

－ －

ND～
0.0091

－＊

ND～
0.0100
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1.4.2  底質調査 

(１) 基本調査対象物質 
調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の調査地点数に対する数と割合(検出

割合)を表 1.4.7 に示した。 
各物質の検出率をみると、化学合成品由来の内分泌撹乱物質では 4-t-オクチルフェノー

ル、ノニルフェノール、ビスェノール A およびフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが比較的高い検

出率を示した。特にビスﾌｪノール A は、各調査年度ともに７割以上となっており、ノニルフェノ

ールも平成 13 年度調査を除くと同様の検出率であった。 
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表 1.4.7 調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 
調査地点数に対する数と割合(底質・基本調査対象物質) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環

境省調査結果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出

割合を示す。 
注３）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)

は、追加対象物質として扱った(表 1.4.11 参照) 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋

5/20 6/20 3/11 2/14 3/9
25% 30% 27% 14% 33%
9/133 21/37 20/37
7% 57% 54%

18/20 16/20 9/11 10/14 7/13
90% 80% 82% 71% 54%

32/133 25/37 24/37
24% 68% 65%

19/20 17/20 9/11 11/14 10/13
95% 85% 82% 79% 77%

44/133 11/37 18/37
33% 30% 49%

11/20 5/20 5/11 2/14 1/13
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 55% 25% 45% 14% 8%

(ELISA法) 115/133 － －
86% － －
－ － － －＊ 1/13

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － －＊ 8%
(LC/MS法) － － － － －

－ － － － －
－ － － －＊ 6/13

ｴｽﾄﾛﾝ － － － －＊ 46%
(LC/MS法) － － － － －

－ － － － －
6/20 4/20 2/11 0/13 －
30% 20% 18% 0% －

52/133 17/37 13/37
39% 46% 35%

0/20 0/20 0/11 － －
0% 0% 0% － －

0/133 0/37 0/37
0% 0% 0%

19/20 17/20 8/11 － －
95% 85% 73% － －

106/133 36/37 32/37
80% 97% 86%

4/20 1/20 0/11 － －
20% 5% 0% － －

10/133 21/37 7/37
8% 57% 19%

1/20 0/20 0/11 － －
5% 0% 0% － －

8/133 1/37 1/37
6% 3% 3%

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン

5/36
14%

33/36
92%

19/36
53%

15/36
42%

0/36
0%

ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ

ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

19/36
53%

29/36
81%

18/36
50%

―
―

平成10年度 平成11年度
物質名

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ

4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ
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全地点での各調査対象物質の濃度範囲を表 1.4.8 に示す。 
各物質の測定値の最小値は、すべての対象物質、すべての調査年度において検出下限

値未満であった。最大値は、4-t-オクチルフェノールは検出下限値の 15～90 倍程度であっ

たものの、ノニルフェノール、ビスフェノール A は検出下限値の 30～450 倍程度と比較的変

動幅が大きかった。また、17β-エストラジオールは ELISA 法、LC/MS 法ともに検出下限値

の１～４倍程度であったが、エストロンは検出下限値の１0～20 倍程度であった。 
 

表 1.4.8   全調査地点での各調査対象物質濃度範囲 (底質・基本調査対象物質：μg/kg) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）各調査の調査期間は下記の通り。 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。 
注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示し、－は調査を行

っていないことを示す。 
注４）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)は、

追加対象物質として扱った(表 1.4.12 参照) 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ
(25μg/kg)

4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ

ND～0.92 －＊ｴｽﾄﾛﾝ(LC/MS法)
(0.05μg/kg)

－ － －

－ － ND～0.07 －＊

物質名

(1.0μg/kg)

(3.0μg/kg)

(0.2μg/kg)
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

(ELISA法)

(1.0μg/kg)
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

(25μg/kg)

(10μg/kg)

平成10年度 平成11年度

ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-
ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (10μg/kg)

ND～21

ND～880

ND～11

ND～1.3

ND～100

ND

ND～3400

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

(0.05μg/kg)
－

ND～92 ND～67 ND～59 ND～16

ND～2700 ND～1400 ND～1100 ND～390

ND～89 ND～26 ND～16 ND～6.7

ND～1.0 ND～1.2 ND～0.4 ND～0.4

ND～110 ND～40 ND －

ND ND － －

ND～2900 ND～700 － －

－

ND～10 ND ND － －

ND～14 ND～30 ND －
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各物質の検出率を連続測定地点で整理すると、4-t-オクチルフェノールは経年的に減少

傾向がみられるものの、ノニルフェノール、ビスフェノールＡは各調査年度ともに８割以上の検

出率で横ばい傾向であった。17β-エストラジオール、エストロンは明瞭な経年変化傾向はみ

られなかった。また、水質と同様に、17β-エストラジオールは ELISA 法と LC/MS 法は検出

率が大きく異なっていた(表 1.4.9 参照)。 
また、濃度範囲は表 1.4.10 に示すように全調査地点の整理結果とほぼ同様の結果であ

った。 
 
 

表 1.4.9   連続測定地点において調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 
調査地点数に対する数及び割合(底質･基本調査対象物質) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環

境省調査結果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出

割合を示す。 
注３）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)

は、追加対象物質として扱った(表 1.4.11 参照) 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋
3/5 4/5 3/5 2/5 2/5
60% 80% 60% 40% 40%
9/133 21/37 20/37
7% 57% 54%
5/5 4/5 5/5 5/5 4/5
100% 80% 100% 100% 80%
32/133 25/37 24/37
24% 68% 65%
5/5 4/5 4/5 5/5 4/5
100% 80% 80% 100% 80%
44/133 11/37 18/37
33% 30% 49%
4/5 1/5 2/5 1/5 1/5

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 80% 20% 40% 20% 20%
(ELISA法) 115/133 － －

86% － －
－ － － －＊ 1/13
－ － － －＊ 8%
－ － － － －
－ － － － －
－ － － －＊ 6/13
－ － － －＊ 46%
－ － － － －
－ － － － －

(LC/MS法)

(LC/MS法)

ｴｽﾄﾛﾝ

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

物質名

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ
19/36
53%

―
―

平成10年度 平成11年度

29/36
81%

18/36
50%
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表 1.4.10   連続測定地点における各調査対象物質濃度範囲  
(底質・基本調査対象物質：μg/kg) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

注１）各調査の調査期間は下記の通り。 
平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。 
注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示し、－は調査を行っ

ていないことを示す。 
注４）平成 12 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)は、

追加対象物質として扱った(表 1.4.12 参照) 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA

ｴｽﾄﾛﾝ(LC/MS法)
(0.05μg/kg)

－＊ ND～0.05

－ － － ND～0.92 ND～0.59

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

(0.05μg/kg)
－ － －

ND～26 ND～16 ND～5.5

ND～1.0 ND～0.8 －＊ ND～0.4

ND～59 ND～16

ND～2700 ND～1400 ND～1100 ND～390ND～880

ND～11

ND～0.6

ND～92

ND～89

平成10年度 平成11年度

ND～21 ND～67

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(ELISA法)
(0.3μg/kg)

物質名

(1.0μg/kg)

(3.0μg/kg)

(0.2μg/kg)
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平成 10～13 年度まで継続的に調査を行ってきた 4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノー

ル、ビスフェノール A、17β-エストラジオール(ELISA 法)の濃度別頻度分布を図 1.4.6 に示

した。 
4-t-オクチルフェノールは、水質と同様に各年度ともに検出された頻度が低く、そのなかで

は 1.0～5.0μg/kg の範囲が最も頻度が高かった。 
一方、ノニルフェノール、ビスフェノール A では、各年度ともに検出された頻度が比較的高

く、そのなかで、ノニルフェノールは 20.0μg/kg 以上の範囲、ビスフェノール A は 2.0μg/kg
以上の範囲が最も頻度が高く、両物質ともに比較的高濃度の頻度が高い結果であった。 

17β-エストラジオール(ELISA 法)については、水質と異なり各年度ともに検出された頻度

が低かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.6 (1)濃度別頻度分布(底質・基本調査対象物質) 
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図 1.4.6 (2)濃度別頻度分布(底質・基本調査対象物質) 
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4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール、フタル酸ジ-n-ブチル、ビスフェノール A、17β-
エストラジオール(ELISA 法)濃度の水質と底質の関係を図 1.4.7 に示した。 

いずれの物質についても、底質は水質の 100～1000 倍の濃度であり、河川中では底泥中

に蓄積されている可能性が示唆された。 
また、水質と底質の関係をみると、4-ｔ-オクチルフェノール(n=29、r=0.81)、ビスフェノール

A(n=56、r=0.55)は、他の項目と比較して相関係数が高かった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.7   水質と底質の関係 

   注１）検出下限値未満の値は、検出下限値として表示
　　　（水質・底質ともに検出下限値未満の場合は除く）
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(２) 追加調査対象物質 

国土交通省では、河川中の内分泌攪乱物質の調査にあたって、環境省の調査と整合を図

るために追加調査対象物質として調査を行ってきた。 
主な化学合成品由来の調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の調査地点数

に対する数及び割合(検出割合)を表 1.4.11 に示した。 
4-t-ブチルフェノールの検出割合は、平成 10 年度から平成 13 年度の調査を通じて 2 割

以下で推移しており、平成 13 年度調査では検出されなかった。 
ベンゾ(a)ピレンは、平成12年度までの5～14地点の調査で、4～9割の検出割合を示し、

平成 13 年度に全国 131 地点で行った調査でも 5 割以上の検出割合であった。環境省の報

告 3)によると、ベンゾ(a)ピレンはコールタールおよびアスファルト中の成分で、非意図的生成

物としてガソリンおよびディーゼルの排ガス、たばこの煙、石炭などの燃焼ガス中に含まれると

されており、環境中に広く分布していると考えられたため、平成 13 年度に全国 131 地点で調

査を行った。その結果、平成 13 年度調査においても全調査地点に対して半分以上の地点で

検出下限値を上回る濃度を示した。これらのことから、ベンゾ(a)ピレンは多くの河川に分布し

ており、都市部で検出率が高い傾向が示唆された。 
また、ベンゾフェノンの検出割合は、2～3 割の値で推移していた。 
表 1.4.12 に各対象物質の濃度範囲を示した。濃度範囲に関しては経年的傾向がみられ

なかった。 
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表 1.4.11 (1)  調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 
               調査地点数に対する数及び割合(底質・追加調査対象物質) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環

境省調査結果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出

割合を示す。 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋
1/5 2/11 2/11 1/14 0/13
20% 18% 18% 7% 0%
0/133 － 1/36 2/37 2/37
0% － 3% 5% 5%
4/5 6/11 5/11 12/14 72/131
80% 55% 45% 86% 55%

103/133 － 32/36 34/37 33/37
77% － 89% 92% 89%
1/5 3/11 2/11 3/14 3/13
20% 27% 18% 21% 23%
3/133 － 13/36 20/37 11/37
2% － 36% 54% 30%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

0/133 － 0/36 0/37 0/37
0% － 0% 0% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

0/133 － 0/36 0/37 0/37
0% － 0% 0% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

0/133 － 0/36 0/37 0/37
0% － 0% 0% 0%
0/5 0/11 1/11 － －
0% 0% 9% － －

1/133 － 0/36 2/37 0/37
1% － 0% 5% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

0/133 － 0/36 0/37 0/37
0% － 0% 0% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

1/133 － 0/36 0/37 0/37
1% － 0% 0% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

1/133 － 1/36 0/37 0/37
1% － 3% 0% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

2/133 － 0/36 0/37 0/37
2% － 0% 0% 0%
0/5 0/11 1/11 － －
0% 0% 9% － －

0/133 － 1/36 0/37 0/37
0% － 3% 0% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

0/133 － 0/36 0/37 0/37
0% － 0% 0% 0%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

0/133 － 3/36 － －
0% － 8% － －
4/5 1/11 0/11 － －
80% 9% 0% － －

62/133 － 32/36 33/37 22/37
47% － 89% 89% 59%
0/5 0/11 0/11 － －
0% 0% 0% － －

11/133 － 9/36 4/37 8/37
8% － 25% 11% 22%

4-n-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ

平成11年度

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍｷｼﾙ

4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ

物質名

4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾙ

平成10年度

ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ

n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ

2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ

4-ﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ
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表 1.4.11 (2)  調査対象物質濃度が検出下限値を上回った地点の 

               調査地点数に対する数及び割合(底質・追加調査対象物質) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）各項目の上段(ゴシック体太文字)は国土交通省の調査結果、下段(点線以下の明朝体)は環

境省調査結果(河川･湖沼のみ)を示し、それぞれ上が検出地点数／調査地点数、下は検出

割合を示す。 
注３）平成 13 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)は、

基本対象物質として扱った(表 1.4.7 参照) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4.8   ベンゾ(a)ピレンの全国の濃度分布状況 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋
－ － 5/11 － －

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － 45% － －
(GC/MS法) － － 28/36 35/37 24/37

－ － 78% 95% 65%
－ － 2/11 － －
－ － 18% － －
－ － 17/36 30/37 13/37
－ － 47% 81% 35%
－ － 1/11 － －

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － 9% － －
(GC/MS法) － － 1/36 0/37 0/37

－ － 3% 0% 0%
－ － － 1/14 1/13

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － 7% 8%
(LC/MS法) － － － － －

－ － － － －
－ － － －＊ 1/13

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ － － － －＊ 8%
(LC/MS法) － － － － －

－ － － － －
－ － － －＊ 6/13

ｴｽﾄﾛﾝ － － － －＊ 46%
(LC/MS法) － － － － －

－ － － － －

物質名
平成10年度 平成11年度

17α-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
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表 1.4.12 (1)  全調査地点での各調査対象物質濃度範囲 (底質・追加調査対象物質：μg/kg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。 
注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示す。 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

(1.0μg/kg)

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ

(1.0μg/kg)

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ

(1.0μg/kg)
4-n-ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

(1.0μg/kg)
4-n-ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ

(1.0μg/kg)
4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

(1.0μg/kg)
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙ
(10μg/kg)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
(10μg/kg)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙ
(10μg/kg)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍｷｼﾙ
(10μg/kg)

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｼｸﾛﾍｷｼﾙ
(10μg/kg)

2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ
(1.0μg/kg)
4-ﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ
(1.0μg/kg)

ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ
(5.0μg/kg)

n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
(1.0μg/kg)
ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ
(0.1μg/kg)
ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ
(0.1μg/kg)

平成10年度 平成11年度
物質名

ND～2.0 ND

ND～39.0 ND～27.0 ND～170.0 ND～27.0 ND～70.0

ND～1.4 ND～4.2 ND～2.4

ND～4.8 ND～2.6

ND ND ND －

ND～4.8 ND～4.0 ND～7.8

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND～18

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND

ND ND ND～3.5

ND ND ND

ND ND

ND ND ND

ND ND ND

－

－

－

－

－

－

ND

－

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－

－

－ －

－ －
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表 1.4.12 (2)  全調査地点での各調査対象物質濃度範囲 (底質・追加調査対象物質：μg/kg) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注１）各調査の調査期間は下記の通り。 

平成 10 年度秋季調査：11 月 10 日から 12 月 11 日 
平成 11 年度夏季調査：7 月 28 日から 9 月 17 日、秋季調査：11 月 10 日から 12 月 16 日 
平成 12 年度秋季調査：9 月 20 日から 12 月 13 日 
平成 13 年度秋季調査：10 月 10 日から 12 月 4 日 

注２）物質名欄のカッコ内は検出下限値を示す。 
注３）各項目の濃度範囲欄の ND は検出された地点が存在しなかった場合を示す。 
注４）平成 13 年度調査における 17β-エストラジオール(LC/MS 法)、エストロン(LC/MS 法)は、

基本対象物質として扱った(表 1.4.8 参照) 
 

平成12年度 平成13年度
秋 夏 秋 秋 秋

17α-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

(0.01μg/kg)

物質名
平成10年度 平成11年度

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(GC/MS法)
(0.01μg/kg)

ｴｽﾄﾛﾝ(LC/MS法)
(0.05μg/kg)

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)

(0.05μg/kg)

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(GC/MS法)
(0.01μg/kg)

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(LC/MS法)
(0.05μg/kg)

ND～0.07 －＊

ND～0.07 ND～0.26

－

－

ND～0.92 －＊

－ － －

－ －

－ －

ND～0.12

－ － －

－

－

－

－

－ －

－ －－ ND～0.17

ND～3.00
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1.5  まとめ 
1.5.1  水質調査 

(1) 全国の一級河川 109 水系のうち 96 水系 117 地点において基本調査対象物質（4-t-
オクチルフェノール、ノニルフェノール、フタル酸ジ-n-ブチル、ビスフェノール

Ａ、17β-エストラジオール(ELISA 法)）について水質調査を行った結果、ビスフ

ェノールＡが約３割、4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール及びフタル酸

ジ-n-ブチルが１割以下、人畜由来ホルモンである17β-エストラジオール（ELISA
法）が約７割の地点で検出された。 

 
(2) これらの物質のうちノニルフェノールの検出割合は、経年的に減少する傾向が確

認されたが、他の物質については明瞭な経年変化傾向はみられなかった。 
 
(3) 基本調査対象物質の他に追加調査対象物質３物質（ベンゾフェノン、17β-エスト

ラジオール（LC/MS 法）、エストロン）について調査を実施した結果、ベンゾフ

ェノン（医療品合成原料、保香剤等）が 131 地点中４地点で、17β-エストラジ

オール（LC/MS 法）が 117 地点中１地点、エストロン（人畜由来ホルモン）が

117 地点中 16 地点で検出された。 
 
1.5.2  底質調査 

(1) 主要７水系 13 地点（4-t-オクチルフェノールは５水系９地点、ベンゾ(a)ピレ

ンは 109 水系 131 地点）において、水質調査と同じ基本調査対象物質及び追加

調査対象物質について底質調査を行った。その結果、ノニルフェノール及びビス

フェノールＡが高い割合で検出された。また、エストロン（人畜由来ホルモン）

が 13 地点中６地点と比較的多くの地点から検出された。ベンゾ（ａ）ピレン（燃

料の燃焼により非意図的に生成する物質）は、自動車の排ガスからも排出される

ため環境中に広く分布していると考えられたため、全国 131 地点で調査を行った

結果、半数以上の地点で検出され、多くの河川に分布している可能性が示唆され

た。 
 
(2) 4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール、フタル酸ジ-n-ブチル、ビスフェノ

ールＡ、17β-エストラジオール(ELISA 法)）について底質と水質の関係をみると、

各物質ともに底質は水質の 100～1000 倍の濃度となっており、河川中ではこれら

の物質は底泥中に蓄積されている可能性が示唆された。 
 
(3) 水質と底質の関係をみると、4-ｔ-オクチルフェノール(n=29、r=0.81)、ビスフェ

ノール A(n=56、r=0.55)は、他の項目と比較して相関係数が高かった。 
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2  魚類調査 

河川等に生息する生物に対する内分泌攪乱物質の影響として、女性ホルモン様作用によ

る雄の雌性化が指摘されていることから、雌性化の目安になるとされている血液中ビテロ

ゲニン濃度及び精巣観察等の調査を実施した。 
ビテロゲニンとは、卵黄タンパクの前駆物質（魚の卵に栄養源として貯えられる卵黄の

基となる物質）と呼ばれるタンパク質であり、特に産卵に備えて体内に卵を持っている雌

の血液中にはごく普通に存在するが、通常、雄の血液中にはほとんど存在しないと考えら

れている。一方、雄でも実験的に女性ホルモンや女性ホルモン様作用を持つ物質に曝露さ

れると、体内でビテロゲニンが生成され血液中から検出されることが知られている。その

ため、女性ホルモン様作用を持つ内分泌攪乱物質の影響を受けたことを調べる目安になる

と考えられてる。 
 

2.1  調査方法 
2.1.1  調査対象魚 

調査対象魚はコイとした。調査対象とするコイの大きさは、一般的に生殖腺の肉眼観

察により雌雄判別が可能な全長 30 ㎝以上、1 地点あたりの採捕数は 15～20 尾の採補を

原則とした。 
 

2.1.2  調査時期 
調査は 10 月から 11 月にかけて実施した。 
 

2.1.3  試料採取及び分析方法 
コイは、原則として調査日の 3 日前から当日までに採捕し、河川中または近傍で蓄養

しておいた。調査では、生きた状態にあるコイから血液を採取した。血液は遠心して血

清を分離し、ビテロゲニン濃度の測定試料とした。採血後の魚体は体長、体重、生殖腺

重量等を測定した。雄の精巣は、外表の肉眼的観察及び一部を切り出し作製した組織標

本の組織学的観察によって異常の有無等を調査した。 
血清中のビテロゲニン濃度は、ELISA 法を用いた市販のコイビテロゲニン測定キット

（トランスジェニック社製）で測定した。このキットの定量下限は 0.039μg/mL（血清）

であるが、定量下限付近での測定誤差等を考慮して、本調査では専門家の意見を踏まえ

て、ビテロゲニン濃度の測定値が 0.1μg/mL 以上を示した個体を、体内で生成されたビ

テロゲニンが検出された個体として取り扱った。したがって、本資料中に記載される「ビ

テロゲニンが検出された雄コイ」とは、「血清中から 0.1μg/mL 以上のビテロゲニンが検

出された雄コイ」を示すものである。 
 
2.2  調査結果 
2.2.1  採捕状況 

調査対象魚として調査全体で 200 尾のコイを採捕した。多摩川の拝島橋ではコイを採

捕できなかったが、他の 8 地点では 15 尾以上を採捕できた。 
雌雄の内訳は、雄が 95 尾、雌が 105 尾であった。 
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2.2.2  雄コイのビテロゲニン測定結果 

(１) 平成 13 年度調査の結果 
雄コイ 95 尾のビテロゲニン濃度の測定結果を表 2.2.1 に示す。 
採捕した 95 尾のうち 72 尾（75.8％）は血清中のビテロゲニン濃度が 0.1μg／mL

未満であった。残り 23 尾（24.2％）は 0.1μg/mL 以上のビテロゲニンが検出された。

このうち 10μg/mL 以上が 1 尾（1.1％）、1μg/mL 以上が 6 尾（6.3％）、0.1μg/mL
以上が 16 尾（16.8％）であった。 

ビテロゲニンが検出された雄コイの比率（24.2％）は、今年度と同じ時期（10～12
月）に調査を実施した平成 10 年度及び平成 12 年度調査の結果（27.8％及び 16.8％）

と同様であった。またビテロゲニン濃度の範囲は<0.1～11μg／mL であり、過年度の

調査結果とほぼ同様であった。 
各調査地点におけるビテロゲニン濃度の測定結果を表 2.2.2 に、ビテロゲニンが検出され

た雄コイの比率を図 2.2.1 に示す。 
各調査地点の比率は 0～40％の範囲にあり、同じ時期に調査を実施した過年度の結果と

同様であった。一部に過年度の調査結果と異なる傾向にあると考えられる調査地点もみられ

たが、調査全体では調査地点間の比率に有意な差はみられなかった。 
 

表 2.2.1  雄コイの血清中のビテロゲニン測定結果 
（単位：尾） 

調査年度（調査時期） ビテロゲニン濃度範囲（血清１mL あたり） 合計 

 0.1μg 未満 0.1 以上１μg 未満 １以上１0μg 未満 10μg 以上  

83(74.8%) 21(18.9%) 2( 1.8%) 5(4.5%) 111 
平成 10 年度（11～12 月） 

39(72.2%) 9(16.7%) 2( 3.7%) 4(7.4%) 54 

175(69.4%) 43(17.1%) 25( 9.9%) 9(3.6%) 252 
平成 11 年度（ 5～ 7 月） 

66(61.7%) 19(17.8%) 17(15.9%) 5(4.7%) 107 

77(82.8%) 5( 5.4%) 7(7.5%) 4(4.3%) 93 
平成 12 年度（10～11 月） 

74(82.2%) 5( 5.6%) 7( 7.8%) 4(4.4%) 90 

平成 13 年度（10～11 月） 72(75.8%) 16(16.8%) 6(6.3%) 1(1.1%) 95 
注 1）平成 10～12 年度は上段に全地点（平成 10 年度；25 地点、平成 11 年度；27 地点、平成 12 年度；10

地点）の合計、下段に平成 13 年度と同じ 9 調査地点の集計値を示した。 
注２）括弧内に各年度の合計に対する各ビテロゲニン濃度範囲にあった尾数の比率(％)を示した。 
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表 2.2.2  平成 13 年度に採補した雄コイの血清中のビテロゲニン測定結果 
（単位：尾） 

調査地点 ビテロゲニン濃度範囲（血清１mL あたり） 合計 

 0.1μg 未満 0.1μg 以上  

須賀川 6(60.0%) 4(40.0%) 10 

阿武隈川 17(100.0%)  17 

阿武隈川 

岩沼 8(80.0%) 2(20.0%) 10 

綾瀬川 内匠橋 11(61.1%) 7(38.9%) 18 

拝島橋    

多摩川原橋 ６(60.0%) 4(40.0%) 10 

多摩川 

田園調布堰 5(62.5%) 3(37.5%) 8 

三隈大橋 10(76.9%) 3(23.1%) 13 筑後川 

瀬の下 9(100.0)  9 
注１）括弧内に合計に対する各ビテロゲニン濃度範囲にあった尾数の比率(％)を示した。 
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平成 10～1２年度の調査で雄コイの一部がビテロゲニンを生成していることが確認されたこ

とから、平成 13 年度は河川中に存在する女性ホルモン様物質との関連性を検討した。 
調査と同時期に各調査地点で採取した河川水のエストロゲン様活性（独立行政法人土木

研究所が Sumpter 株での酵母法で測定）とビテロゲニンが検出された雄コイの比率の関係

を図 2.2.2 に示す。また各調査地点の水質及び底質中の内分泌攪乱物質の測定結果（表

2.2.3参照）とビテロゲニンが検出された雄コイの比率の関係を図2.2.3及び図2.2.4に示す。 
エストロゲン様活性とビテロゲニンが検出された雄コイの比率の関係（図 2.2.2）では、エスト

ロゲン様活性の高い地点でビテロゲニンが検出された雄コイの比率も高くなる傾向が伺われ

た。しかし、エストロゲン様活性が低くてもビテロゲニンが検出された雄コイの比率が高い地点

もあり、統計学的な検定（分散分析表による単回帰分析、ｐ 0.05）の結果、両者の関係に有

意な相関関係は認められなかった。また内分泌攪乱物質濃度との関係（図 2.2.3 及び図

2.2.4）でも、水質の 17β-エストラジオールでエストロゲン様活性を類似した傾向が伺われた

が、統計学的な検定（分散分析表による単回帰分析、ｐ 0.05）の結果、水質の 17β-エストラ

ジオールを含めて水質及び底質すべての物質で、ビテロゲニンが検出された雄コイの比率と

の間に有意な相関関係は認められなかった。 
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図 2.2.2(1) 水質中のエストロゲン活性様活性（Sumpter 株での酵母法で測定）とビテロ

ゲニンが検出された雄コイの比率の関係（エストロゲン様活性及びビテロゲニンの検出比

率は平成 13 年度調査の結果を用いた。図中の数値(r)は相関係数を示す。） 
 

 
図 2.2.2(2) 水質中のエストロゲン活性様活性（Sumpter 株での酵母法で測定）とビテロ

ゲニンが検出された雄コイの比率の関係（エストロゲン様活性は平成 13 年度調査、ビテロ

ゲニンの検出比率は平成 10-13 年度調査全体の比率を用いた。図中の数値(r)は相関係数を

示す。） 
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図 2.2.3 水質中の内分泌攪乱物質濃度とビテロゲニンが検出された雄コイの比率の関係

（内分泌攪乱物質濃度は平成 10-13 年度調査結果の平均（検出下限未満の場合は検出下限

の 1/2）、ビテロゲニンの検出比率は平成 10-13 年度調査全体の比率を用いた。図中の数値

(r)は相関係数を示す。） 
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図 2.2.4 底質中の内分泌攪乱物質濃度とビテロゲニンが検出された雄コイの比率の関係

（内分泌攪乱物質濃度は平成 10-13 年度調査結果の平均（検出下限未満の場合は検出下限

の 1/2）、ビテロゲニンの検出比率は平成 10-13 年度調査全体の比率を用いた。図中の数値

(r)は相関係数を示す。） 
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表 2.2.3 (1) 各調査地点の内分泌攪乱物質の検出率及び濃度範囲 

（平成 10～13 年度実態調査結果） 

[水質] 

河川 調査地点 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A 17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

（ELISA 法） 

阿武隈川 須賀川 0/3 1/3 0/3 3/3 

  (ND～ND) (ND～0.01) (ND～ND) (0.0003～0.0006) 

 阿武隈橋 1/3 1/3 3/3 3/3 

  (ND～0.1) (ND～0.01) (0.01～0.03) (0.0003～0.0011) 

 岩沼 3/6 2/6 5/6 6/6 

  (ND～)0.1 (ND～0.02) (ND～0.02) (0.0002～0.0009) 

綾瀬川 内匠橋 6/6 6/6 6/6 6/6 

  (1.0～3.3) (0.10～0.48) (0.24～1.2) (0.0033～0.011) 

多摩川 拝島橋 0/3 0/3 1/3 1/3 

  (ND～ND) (ND～ND) (ND～0.02) (ND～0.0004) 

 多摩川原橋 1/3 3/3 3/3 3/3 

  (ND～0.4) (0.01～0.03) (0.02～0.05) (0.0035～0.0070) 

 田園調布堰 2/6 3/6 6/6 5/6 

  (ND～0.25) (ND～0.01) (0.02～0.05) (ND～0.0030) 

筑後川 三隈大橋 0/3 0/3 1/3 0/3 

  (ND～ND) (ND～ND) (ND～0.02) (ND～ND) 

 背の下 0/6 0/6 0/6 6/6 

  (ND～ND) (ND～ND) (ND～ND) (0.0006～0.0010) 

注）上段に平成 10～13 年度の実態調査で検出された頻度（検出下限以上の調査数/全調査数）を示した。 

  下段に平成 10～13 年度の実態調査での検出濃度の範囲（μｇ/L）を示した。 
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表 2.2.3 (2) 各調査地点の内分泌攪乱物質の検出率及び濃度範囲 

（平成 10～13 年度実態調査結果） 

[底質] 

河川 調査地点 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A 17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

（ELISA 法） 

阿武隈川 須賀川 2/3 0/3 2/3 0/3 

  (ND～6.5) (ND～ND) (ND～2.6) (ND～ND) 

 阿武隈橋 2/3 1/3 2/3 0/3 

  (ND～40) (ND～1.5) (ND～1.5) (ND～ND) 

 岩沼 6/6 6/6 6/6 2/6 

  (46～83) (1.5～2.9) (2.1～8.5) (ND～0.5) 

綾瀬川 内匠橋 6/6 6/6 6/6 5/6 

  (390～2700) (21～92) (5.5～89) (ND～1.0) 

多摩川 拝島橋 1/3 0/2 2/3 0/3 

  (ND～150) (ND～ND) (ND～15) (ND～ND) 

 多摩川原橋 2/3 0/2 3/3 0/3 

  (ND～7.0) (ND～ND) (0.5～0.8) (ND～ND) 

 田園調布堰 5/6 0/5 5/6 2/6 

  (ND～33) (ND～ND) (ND～7.5) (ND～1.3) 

筑後川 三隈大橋 1/3 0/2 2/3 1/3 

  (ND～17) (ND～ND) (ND～0.9) (ND～1.8) 

 背の下 2/6 0/5 4/6 0/6 

  (ND～13) (ND～ND) (ND～0.5) (ND～ND) 

注）上段に平成 10～13 年度の実態調査で検出された頻度（検出下限以上の調査数/全調査数）を示した。 

  下段に平成 10～13 年度の実態調査での検出濃度の範囲（μｇ/kg）を示した。 
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(２) 平成 10～13 年度調査のまとめ 
平成 10 年度から 13 年度の各調査で採捕した雄コイのビテロゲニン濃度を図 2.2.5、各調

査地点のビテロゲニン検出比率（平成 10～13 年度調査の合計）を図 2.2.6 に示す。 
平成 10 年度から 13 年度まで 4 カ年の調査結果から、調査対象とした地点に生息する雄

コイのビテロゲニン生成について以下のことが明らかとなった。 
 
○ 平成 10～13 年度の各調査において、採捕した一部の雄コイの血清から 0.1μg/mL

以上のビテロゲニンが検出され、河川に生息する雄コイの一部が体内でビテロゲニ

ンを生成していることが確認された（図 2.2.5 参照）。 
 
○ 平成 10～13 年度の各調査のうち、10～12 月に実施した調査（平成 10、12 及び 13

年度調査）と 5～7 月に実施した調査（平成 11 年度調査）でビテロゲニンの検出

された雄コイの比率に有意な差がみられたことから、雄コイのビテロゲニン生成の

状況が季節によって異なる可能性が考えられた。 
 

○ 平成 10～13 年度調査全体では、各調査地点のビテロゲニン検出比率に差がみられ

たことから、調査地点によって雄コイのビテロゲニン生成の状況が異なる可能性が

考えられた（図 2.2.6 参照）。しかし、平成 13 年度調査の結果では、各調査地点の

水質のエストロゲン様活性や内分泌攪乱物質の測定結果と雄コイのビテロゲニン

検出比率に明確な関連性（有意な相関関係）はみられなかった（図 2.2.2、図 2.2.3、
図 2.2.4 参照）。 

 
○ 平成 10～13 年度の調査結果から、雄コイのビテロゲニン生成の状況が季節によっ

て異なることが示唆された。河川など自然環境下に生息する魚類では、生殖に関連

する生理的活性や成熟状態などに個体差があると考えられる。このことから河川に

生息する雄コイの一部が、外因性の内分泌攪乱物質の影響以外に、体内で生合成さ

れた女性ホルモンの作用など生殖に関連する生理的要因によってもビテロゲニン

を生成している可能性が考えられた。 
 

平成 10 年度から 13 年度までの 4 カ年の調査によって、これまで知見が少なかった河川に

生息する雄コイのビテロゲニンに関する貴重なデータを蓄積することができた。その結果、河

川に生息する雄コイの一部でビテロゲニンを生成していることが明らかになり、ビテロゲニン生

成の状況は調査地点や季節によっても異なると考えられた。これらは、他水域で実施された

雄コイのビテロゲニン生成に関する調査研究 1-2）と類似した結果であった。 
しかしながら、自然環境下に生息する魚類を対象とした調査の場合、得られたデータに

様々な環境要因が反映されているために解釈が非常に難しいと考えられる。他水域で実施さ

れた調査研究でも雄コイのビテロゲニン生成の要因は明確になっていない。また、今回の調

査では、水底質の内分泌攪乱化学物質濃度とあわせて水質のエストロゲン様活性を測定し

たが、雄コイのビテロゲニン検出比率との間に明確な関連性（有意な相関関係）はみられなか

った。これらのことから、個別の調査地点で採捕した雄コイのビテロゲニン生成の結果だけで

は、内分泌攪乱物質等の魚類影響の状況を評価することは難しいと考えられた。個別の調査
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地点や河川における内分泌攪乱物質の魚類影響を評価するためには、実験的な研究等に

基づいた検討も必要と考えられる。 
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2.2.3  雄コイ精巣の観察結果 

平成 10 年度から 13 年度に採捕した雄コイ 346 尾の精巣を肉眼及び組織学的に観察した結

果、一部に以下のような正常な精巣とは形態的、組織学的に異なる精巣を持つ雄コイがみられ

た。精巣に異常がみられた雄コイの生殖腺体指数（精巣重量の体重に占める比率）は、正常な

精巣を持つ雄コイより小さい傾向にあった。 

・外見的に萎縮した部位がみられ、組織学的に機能不明の細胞の増殖が認められる。 
・外見的に異常は認められないが、組織学的に卵母細胞（精巣卵）が認められる。 
・外見的に萎縮した部位がみられ、組織学的に機能不明の体細胞の増殖及び卵母細胞

（精巣卵）が認められる。 
・外見的に硬い瘤状の部位がみられ、組織学的に繊維芽細胞の増殖が認められる。 
 
平成 10 年度から 13 年度の各調査で採捕した雄コイの精巣の観察結果を表 2.2.4、各調査

地点の観察結果を図 2.2.7 に示す。また各調査地点の水質及び底質中の内分泌攪乱物質濃

度と精巣に異常がみられた雄コイの比率（精巣異常の出現率）の関係を図 2.2.8 及び図 2.2.9
に示す。 

精巣に異常がみられた雄コイの比率は、平成 10～ 13 年度の各調査でほぼ同様であった。

平成 10～13 年度調査全体では、各調査地点において採捕した雄コイの一部に精巣の異常が

みられた。なお、調査地点間で雄コイの精巣異常の出現率に差はみられたが、一方で全国の河

川におけるコイの精巣異常に関する調査結果も現状ではないことから、今回の結果が全国的に

みてどのようなレベルにあるかは不明である。 
自然環境下に生息する魚類では、精巣に異常を生じさせる要因として、内分泌攪乱物

質の影響以外にも、水温、水質、餌条件などの生息環境や加齢に伴う老化などが考えら

れる。しかしながら、河川に生息する魚類の精巣異常に関する知見は少なく、組織学的

な観察でも一部の雄コイに認められた各精巣異常がどのような要因で生じたかを区別す

ることは困難である。 
各調査地点の水質及び底質中の内分泌攪乱物質の測定結果（表 2.2.3 参照）と精巣異

常の出現率の関係（図 2.2.8 及び図 2.2.9）をみても、水質や底質中の濃度が高くても精

巣異常の出現率が非常に低い地点もあり、水質の 17β-エストラジオールを除く各項目で

は両者に正の相関関係（物質濃度が高いほど精巣異常の比率も高くなる関係）はみられ

なかった。統計学的な検定（分散分析表による単回帰分析、ｐ 0.05）の結果、水質の 17
β-エストラジオールを含めて水質及び底質すべての物質で、精巣異常の出現率との間に

有意な相関関係は認められなかった。 
これらのことから、採捕した雄コイの精巣に異常を生じさせた原因は不明であった。 
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表 2.2.4  平成 10～13 年度調査で採捕した雄コイの精巣観察結果 
（単位：尾） 

調査年度 精巣の観察結果 合計 

 正常 異常  

平成 10 年度 50(92.6％) 4(7.4％) 54 

平成 11 年度 94(87.9) 13(12.1％) 107 

平成 12 年度 76(84.4％) 14(15.6％) 90 

平成 13 年度 85(89.5％) 10(10.5％) 95 
注 1）各調査年度とも 13 年度と同じ 9 調査地点の結果を示した。 
注２）括弧内に各年度の合計に対する正常及び異常個体の比率(％)を示した。 
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図 2.2.7 各調査地点の雄コイ精巣の観察結果（平成 10～13 年度合計） 



 －46－

 

0

10

20

30

40

50

0.01 0.1 1 10

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ濃度(μg/L,対数目盛り）

精
巣

異
常

の
出

現
率

(
％
)

0

10

20

30

40

50

0.001 0.01 0.1 1

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ濃度(μg/L,対数目盛り）

精
巣

異
常

の
出

現
率

(
％
)

0

10

20

30

40

50

0.001 0.01 0.1 1

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA濃度(μg/L,対数目盛り）

精
巣

異
常

の
出

現
率

(
％

)

0

10

20

30

40

50

0.0001 0.001 0.01

17βｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ濃度(μg/L,対数目盛り）

精
巣

異
常

の
出

現
率

(
％

)

 

 
図 2.2.8 水質中の内分泌攪乱物質濃度と雄コイの精巣異常出現率の関係（内分泌攪乱物質

濃度は平成 10-13 年度調査結果の平均（検出下限未満の場合は検出下限の 1/2）、精巣異常

の出現率は平成 10-13 年度調査全体の比率を用いた。図中の数値(r)は相関係数を示す。）

r=－0.028 r=－0.016 

r=0.397 r=－0.014 
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図 2.2.9 底質中の内分泌攪乱物質濃度と雄コイの精巣異常出現率の関係（内分泌攪乱物質

濃度は平成 10-13 年度調査結果の平均（検出下限未満の場合は検出下限の 1/2）、精巣異常

の出現率は平成 10-13 年度調査全体の比率を用いた。図中の数値(r)は相関係数を示す。） 
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2.3  まとめ 
４河川９地点においてコイを採捕し、平成12年度に引き続き雌性化の状況の目安になる雄の

血清中のビテロゲニン濃度及び雄の精巣観察等の調査を行った。今年度及び過年度の調査結

果から以下のことがわかった。 
 

○ 採捕した雄コイ９５尾中２３尾の血清中から 0.1μg/mL 以上のビテロゲニンが検出

され、一部の雄コイが体内でビテロゲニンを生成していることが確認された。ビテロ

ゲニンが検出された比率や濃度範囲は、同時期に実施した過年度調査と同様であった。

また過年度の結果との比較から、雄コイのビテロゲニン生成の状況は季節によって異

なると考えられた。 
 
○ 各調査地点の水質中の女性ホルモン様活性とビテロゲニンが検出された雄コイの比

率の関係を検討したが、両者に有意な相関関係はみられなかった。雄コイが外因性の

女性ホルモン様物質以外の要因でもビテロゲニンを生成している可能性があり、個別

の調査地点で採捕した雄コイのビテロゲニン生成の結果だけでは外因性の女性ホルモ

ン様物質等の影響を評価することは難しいと考えられた。 
 
○ 採捕した雄コイの精巣を観察した結果、一部の雄コイで精巣に異常がみられたが、

その原因等は不明であった。 
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